
八 尾 市 防 犯 灯 設 置 等 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、八 尾 市 に よ る 防 犯 灯 の 設 置 及 び 町 会 等 か ら

の 防 犯 灯 の 移 管 に 関 し て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1)  防 犯 灯  犯 罪 の 防 止 及 び 通 行 人 の 安 全 の 確 保 を 目 的 と し

て 公 衆 の 用 に 供 す る 場 所 に 設 置 す る 照 明 施 設 を い う 。  

(2)  電 柱  関 西 電 力 送 配 電 株 式 会 社 又 は 西 日 本 電 信 電 話 株 式

会 社 が 所 有 す る 電 柱 を い う 。  

(3)  専 用 柱  防 犯 灯 を 設 置 す る た め の 防 犯 灯 専 用 の 鋼 管 ポ ー

ル 等 を い う 。  

(4)  屋 外 照 明  防 犯 灯 や 道 路 照 明 灯 、 建 物 照 明 等 の 屋 外 空 間 に

設 置 さ れ て い る 照 明 器 具 を い う 。  

(5)  町 会  市 内 に 住 所 を 有 す る 者 の 地 縁 に 基 づ い て 形 成 さ れ

た 町 会 、 自 治 会 を い う 。   

(6)  移 管  町 会 の 防 犯 灯 の 所 有 及 び 管 理 の 権 限 を 市 に 移 す こ

と を い う 。  

（ 設 置 基 準 ）  

第 ３ 条  防 犯 灯 を 設 置 す る 場 合 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  設 置 場 所 は 、 多 く の 地 域 住 民 が 通 行 す る 道 路 を 照 明 す る 場

所 と す る 。 た だ し 、 原 則 と し て 集 合 住 宅 等 の 敷 地 内 通 路 を 照



明 す る 場 所 は 除 く 。  

(2) 灯 具 は 、電 柱 に 設 置 す る 。た だ し 、設 置 で き る 電 柱 が な い 等

の 理 由 に よ り や む を 得 な い 場 合 は 、 専 用 柱 に 設 置 す る 。  

(3) 防 犯 灯 の 設 置 間 隔 は 、 屋 外 照 明 か ら お お む ね  2 5 メ ー ト ル

以 上 と す る 。 た だ し 、 防 犯 上 及 び 道 路 形 状 等 の 理 由 に よ り や

む を 得 な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(4) 灯 具 の 設 置 の 高 さ は 、 原 則 と し て 地 上 か ら  4.5 メ ー ト ル 以

上 と す る 。  

(5) 防 犯 灯 の 電 力 は 、 電 気 事 業 者 か ら 直 接 供 給 を 受 け る も の と

す る 。  

(6) そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 所 に 設 置 す る こ と と す る 。 

（ 設 置 の 要 望 ）  

第 ４ 条  防 犯 灯 の 新 設 を 要 望 し よ う と す る 者（ 以 下「 新 設 要 望 者 」

と い う 。）は 、原 則 と し て 設 置 予 定 場 所 の 町 会 代 表 者 と す る 。た

だ し 、町 会 が 未 結 成 の 場 合 は 、設 置 予 定 場 所 周 辺 の 住 民 が 要 望

で き る 。  

２  防 犯 灯 設 置 に 関 す る 周 辺 住 民 等 の 同 意 は 、新 設 要 望 者 が あ ら

か じ め 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 設 要 望 書 の 提 出 ）  

第 ５ 条  新 設 要 望 者 は 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 に 提 出 す る こ

と と す る 。  

（ １ ） 防 犯 灯 新 設 要 望 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

（ ２ ） そ の 他 市 が 必 要 と 認 め る 書 類  



（ 防 犯 灯 の 移 管 ）  

第 ６ 条  防 犯 灯 を 市 へ 移 管 す る 場 合 の 基 準 は 、次 の と お り と す る 。 

(1)  防 犯 灯 の 移 管 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に 該 当 し て い る こ と 。   

(2)  電 力 会 社 の 料 金 契 約 種 別 が 原 則「 公 衆 街 路 灯 契 約 」で あ る こ

と 。  

(3)  電 柱 も し く は 専 用 柱 に 設 置 さ れ て い る こ と 。  

(4)  故 障 、 著 し く 老 朽 化 し て い な い こ と 。  

(5)  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の を 移 管 す る こ と が で き

る 。  

（ 移 管 要 望 書 の 提 出 ）  

第 ７ 条  防 犯 灯 の 移 管 を 要 望 し よ う と す る 者（ 以 下「 移 管 要 望 者 」

と い う 。）は 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 に 提 出 す る こ と と す る 。 

（ １ ） 防 犯 灯 移 管 要 望 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

（ ２ ） 電 気 代 の 支 払 が 確 認 で き る 書 類  

（ ３ ） 電 気 会 社 と の 契 約 内 容 が 確 認 で き る 書 類  

（ ４ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

（ 土 地 の 承 諾 ）  

第 ８ 条  新 設 要 望 者 が 私 有 地 に 防 犯 灯 の 設 置 を 要 望 し よ う と す

る 場 合 又 は 移 管 要 望 者 が 私 有 地 に あ る 防 犯 灯 を 移 管 し よ う と

す る 場 合 は 、そ れ ぞ れ の 要 望 者 が 土 地 使 用 承 諾 書（ 様 式 第 ３ 号 ）

に よ り 、あ ら か じ め 当 該 土 地 所 有 者 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 に お け る 土 地 の 使 用 料 は 無 償 と す る 。  



（ 結 果 通 知 の 送 付 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、第 ５ 条 の 規 定 に よ る 要 望 書 の 提 出 が あ っ た 際 は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、審 査 結 果 に つ い て 防 犯 灯 新 設 要 望 結 果 通 知 書

（ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 新 設 要 望 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、第 ７ 条 の 規 定 に よ る 要 望 書 の 提 出 が あ っ た 際 は 、そ

の 内 容 を 審 査 し 、 審 査 結 果 に つ い て 防 犯 灯 移 管 要 望 結 果 通 知 書

（ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 移 管 要 望 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 開 発 事 業 に よ る 防 犯 灯 の 設 置 ）  

第 10 条  事 業 者 は 、開 発 事 業 に 伴 う 防 犯 灯 の 設 置 に あ た り 、事 前

に 確 約 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） を 市 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 引 渡 申 請 書 の 提 出 ）  

第 11 条  事 業 者 は 、防 犯 灯 の 設 置 が 完 了 し た と き は 、 必 要 な 書 類

を 添 え て 、 防 犯 灯 引 渡 申 請 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） を 市 に 提 出 す る も の

と す る 。  

２  市 は 、前 項 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、速 や か に 審 査 し 、収 受

の 可 否 を 決 定 し て 、 そ の 旨 を 防 犯 灯 受 納 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） に よ り

事 業 者 へ 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 は 、前 項 の 規 定 に よ り 審 査 し た 結 果 、設 置 さ れ た 防 犯 灯 に 不

備 が あ る と き は 、直 ち に 事 業 者 に 改 修 を 指 示 し 、再 審 査 す る も の

と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 2 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 防 犯 灯 の 設 置 及 び 移 管

に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  



附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 10 条 、第 1 1 条 の 規 定 は 、 八 尾

市 開 発 指 導 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 要 綱 の 施 行 の 日（ 令 和 ８ 年

７ 月 １ 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 


